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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチセンサパネル上の接触を選択的に拒否するための方法であって、
　前記タッチセンサパネル内の１つ又はそれ以上の領域を接触拒否領域として指定する段
階と、
　拒否又は認識基準に従って、前記１つ又はそれ以上の接触拒否領域内で検出された第１
の接触を選択的に拒否又は認識する段階と、
を含み、
　前記第１の接触が前記タッチセンサパネル内で検出された少なくとも１つのジェスチャ
ーまたは、第２の接触に関係していない限り、無視されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第２の接触が前記タッチセンサパネルの主領域内で検出された場合、又は前記第２
の接触が前記第１の接触から所定の距離領域内で検出された場合には、前記第１の接触を
認識する段階を更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の接触が前記タッチセンサパネルの主領域内で検出され、且つ（１）前記第１
の接触が特定の閾値を超える移動を有するとして検出された場合、（２）前記第１及び第
２の接触が同期した移動を有しているか、又は（３）前記第１及び第２の接触がほぼ同時
に生じた場合に、前記第１の接触を認識する段階を更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の接触が特定のジェスチャーの一部又は全部として認識された場合に前記第１
の接触を認識する段階を更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の接触の原因としての指又は親指の識別に従って、又は前記第１の接触の計算
パラメータに従って、前記接触拒否領域のサイズを変える段階を更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
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　１つ又はそれ以上の第２の接触がジェスチャーの一部として前記タッチセンサパネルの
主領域内で検出された場合には、前記第１の接触を前記ジェスチャーの一部として認識す
る段階を更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つ又はそれ以上の第２の接触をドラッグジェスチャーの一部として認識し、前記
第１の接触を前記ドラッグジェスチャーのドラッグロック構成要素であると認識する段階
を更に含む、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のジェスチャーを行う１つ又はそれ以上の第２の接触が前記タッチセンサパネ
ルの主領域内で検出された場合に、第１のジェスチャーを変更するものとして前記第１の
接触を認識する段階を更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記タッチセンサパネルの種々の端部に沿って前記接触拒否領域に種々の幅を割り当て
る段階を更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　タッチセンサパネル上の接触を選択的に拒否するためのプログラムコードを格納するコ
ンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログラムコードが、前記タッチセンサパネルに
おいて前記タッチセンサパネルの１つ又はそれ以上の端部に沿って位置付けられる１つ又
はそれ以上の指定された接触拒否領域で検出された第１の接触を、拒否又は認識基準に従
って選択的に拒否又は認識する段階を含み、
　前記第１の接触が前記タッチセンサパネル内で検出された少なくとも１つのジェスチャ
ーまたは、第２の接触に関係していない限り、無視されるようになっており、
　且つ前記１つ又はそれ以上の指定された接触拒否領域が前記タッチセンサパネルの１つ
またはそれ以上のエッジに沿って位置している、方法を実施させるものである、
ことを特徴とするコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１１】
　前記プログラムコードが、前記第２の接触が前記タッチセンサパネルの主領域内で検出
された場合、又は前記第２の接触が前記第１の接触から所定の距離領域内で検出された場
合には、前記第１の接触を認識するものである、
ことを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１２】
　第２の接触がまた前記タッチセンサパネルの主領域内で検出され、且つ（１）前記第１
の接触が特定の閾値を超える移動を有するとして検出された場合、（２）前記第１及び第
２の接触が同期した移動を有しているか、又は（３）前記第１及び第２の接触がほぼ同時
に生じた場合には、前記プログラムコードは更に前記第１の接触を認識するものである、
ことを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１３】
　前記第１の接触が特定のジェスチャーの一部又は全部として認識された場合のみ、前記
プログラムコードは更に前記第１の接触を認識するものである、
ことを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータ可読記記録体。
【請求項１４】
　前記プログラムコードが更に、前記第１の接触の原因としての指又は親指の識別に従っ
て又は前記第１の接触の計算パラメータに従って、前記接触拒否領域のサイズを変えるも
のである、
ことを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１５】
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　１つ又はそれ以上の第２の接触がジェスチャーの一部として前記タッチセンサパネルの
主領域内で検出された場合には、前記プログラムコードは更に前記第１の接触を前記ジェ
スチャーの一部として認識するものである、
ことを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１６】
　前記プログラムコードが更に、前記１つ又はそれ以上の第２の接触をドラッグジェスチ
ャーの一部として認識し、前記第１の接触を前記ドラッグジェスチャーのドラッグロック
成分として認識するものである、
ことを特徴とする請求項１５に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１７】
　前記第１のジェスチャーを行う１つ又はそれ以上の第２の接触が、前記タッチセンサパ
ネルの主領域内で検出された場合に、前記プログラムコードは更に第１のジェスチャーを
変えるものとして前記第１の接触を認識するものである、
ことを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１８】
　前記プログラムコードが更に、前記タッチセンサパネルの種々の端部に沿って前記接触
拒否領域に種々の幅を割り当てるものである、
ことを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項１９】
　前記コンピュータ可読記録媒体が移動電話、メディアプレーヤー、またはパーソナルコ
ンピュータに含まれていることを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータ可読記録媒
体。
【請求項２０】
　タッチセンサパネル上の接触を解釈するための方法であって、
　前記タッチセンサパネル内の１つ又はそれ以上の領域をクリック領域として指定する段
階と、
　前記タッチセンサパネルの機械クリックを検出する段階と、
　特定のクリック領域におけるタッチを前記機械クリックの検出とほぼ同時に検出する段
階と、
　前記特定のクリック領域に応じて前記タッチを解釈する段階と、
を含む方法。
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